
雇用保険関係の申請を行う皆さまへ

教育訓練給付の電子申請が
誰でも「可能」になります！

※ 電子申請は「e-Gov電子申請」から可能です。なお、電子申請での

個人の電子署名は不要です。

都道府県労働局・ハローワーク LL060201保01

※ 教育訓練支援給付金における受給資格確認と２か月に１回の失業の認定については、

失業状態や専門実践教育訓練の受講状況の確認を窓口で行う必要があるため、電子

申請、郵送または代理人による申請はできません。

https://shinsei.e-gov.go.jp/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

e-Gov電子申請

厚生労働省ウェブサイト
教育訓練給付制度

これまで、教育訓練給付（一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付

金、専門実践教育訓練給付金）の支給申請と受給資格確認については、

「疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合」に限り、電子

申請、郵送または代理人による申請を認めていましたが、このたび、こ

の要件を廃止しました。

2024年2月1日以降の「支給申請」と「受給資格確認」は、

電子申請等が可能となります。

働く方々の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ること

を目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用

の一部が支給されるものです。

詳細は厚生労働省ウェブサイトからご覧ください。

教育訓練給付制度とは


